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第１．事業者選定基準の位置づけ 

本事業者選定基準は、国土交通省四国地方整備局（以下「四国地方整備局」という。）が落

札者を決定するにあたって、もっとも優れた提案者を選定するための方法、評価基準等を示し

たものであり、入札に参加しようとする者に交付する「入札説明書」と一体のものである。 

 

第２．事業者選定の方法 

１. 選定方法の概要 

本事業を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）には、ＰＦＩや施設の調査・設

計から建設、維持管理までの専門的な知識やノウハウが求められる。そのため、事業者の選

定にあたっては、事業提案及び入札価格の総合的な評価結果に基づいて決定する総合評価落

札方式を採用する。 

また、審査は第二次審査に進むための競争参加希望者の資格及び実績等の有無を判断する

「第一次審査」と、第一次審査資料を提出した事業者（以下「応募者」という。）の提案内

容等を審査する「第二次審査」の二段階に分けて実施する。 

 

２. 事業者選定の体制 

四国地方整備局は、民間事業者の選定にあたり、ＰＦＩ法第11条に定める客観的な評価を

行うため、次のとおり学識経験者等の外部委員により構成される「国道11号 伏石地区電線

共同溝ＰＦＩ事業有識者等委員会」（以下「有識者等委員会」という。）を設置する。有識

者等委員会は、各応募者からの提案に対する評価案を四国地方整備局に報告し、四国地方整

備局はこれを受けて、事業者選定を実施する。 

有識者等委員会の構成は以下のとおりである。 

 

有識者等委員会 委員 

田村 祐一 弁護士 

森川 さち子 公認会計士 

山中 稔 香川大学 創造工学部 教授 

吉長 成恭 一般社団法人ちゅうごくPPP・PFI推進機構 代表理事 

（五十音順、敬称略） 
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第３．審査の手順 

審査の手順は、以下のとおりである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業提案審査 
有識者等委員会による得点案作成 

要求水準審査 

第二次審査 

事業提案審査により、 
事業提案の採点を行う 

Yes 

Yes 

有識者等委員会の 
所掌範囲 

Yes 

Yes 

開札を実施し総合評価により 
落札者を決定する 

開札 
予定価格以下？ 

No 不採用・ 
再度入札 

総合評価値算出 
最高評価値？ 

No 
不採用 

落札 

資格審査 
有資格か？ 失格 

No 

No 

資格審査と実績審査を実施 

失格 

第一次審査 

実績審査 
実績があるか？ 

Yes 

内容点の決定（ＰＦＩ審査会） 

No 
失格 
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第４．第一次審査 

第二次審査のための提案等を行う応募者として適正な資格と必要な能力があると認められる

に値する実績を有するかを審査するものである。 

第一次審査の手順は以下のとおりである。 

 

１. 競争参加資格の審査 

応募者が入札説明書等に示す資格要件及び実績等が要件を満たしているか否かの審査を行

う。 

 

第５．第二次審査 

総合評価落札方式により落札者を決定するため、応募者の提案内容等を審査するものである。 

 

１. 第二次審査の手順及び方法 

第二次審査の手順は、以下のとおりである。 

（１) 事業提案審査 

応募者からの提出書類の各様式に記載された内容（以下「事業提案」という。）を審査す

る。ただし、事業提案に要求範囲外の提案が記載されていた場合、その部分は採点対象とし

ない。 

① 要求水準審査 

事業提案の内容が要求水準を充足しているか否かの審査を行う。事業提案が明らかに

要求水準を充足しない場合は欠格とし、それ以外の事業提案は適格とする。 

なお、要求水準とは「国道11号 伏石地区電線共同溝ＰＦＩ事業」に関する「要求水

準書」（入札説明書 添付２）及び「事業者等が付す保険等」（入札説明書 添付４）に

定める要求水準をいう。 

② 事業提案審査 

事業提案のうち内容点項目について、その提案がより優れていると認められるものは、

その程度に応じて内容点を付与する。内容点は全体で700点満点とし、各内容点項目の詳

細は第６．評価項目で示す。 

ア 有識者等委員会における得点案作成 

有識者等委員会において、第６．評価項目に示す内容点項目の内容について優れた提

案がされているかを、各委員が審査し、評価基準に基づいて各提案の採点を行う。有識

者等委員会は、委員の採点を踏まえて協議の上、とりまとめ、得点案を作成し、四国地

方整備局に提出する。なお、有識者等委員会は、応募者に対してヒアリングを実施し、

提案内容を確認する。 

イ 四国地方整備局による審査結果の決定 

四国地方整備局は、得点案をもとに、内容点を決定する。 
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（２) 開札 

① 入札価格の確認 

入札価格が予定価格の範囲内か否かを確認する。 

全ての応募者の入札価格が予定価格を超えている場合は、再度入札を行う。 

② 入札価格の点数化方法 

入札価格の価格点については、実額での比較を行うこととし、以下の式により算定し

た点数とする。計算に当たっては、小数点第３位以下を四捨五入する。 

 

最低入札価格 
入札価格の価格点 ＝ × 300 点 

当該応募者の入札価格 

 

（３) 総合評価 

① 落札者の決定 

予定価格の範囲内の入札価格を提示した応募者それぞれについて、（１）の事業提案

審査による提案の得点（以下「内容点」という。）及び（２）の入札価格の価格点をも

とに総合評価を実施し、落札者を決定する。なお、総合評価値が同点の場合には、くじ

により落札者を決定する。 

② 評価内容の公表 

四国地方整備局は、落札者を決定した後、有識者等委員会の議事内容を参考に内容点

項目について評価した内容を明確化し、事業提案に関する評価内容を公表する。 

 

２. 事業提案の位置づけ 

落札者の提示した事業提案は、事業者との事業契約書にその内容が反映されるとともに、

事業者は、これを履行しなければならない。ヒアリングにおいてなされた事業提案に対する

質問への回答も同様とする。 

総合評価落札方式においては、事業提案が入札書の一部を構成するため、以下の範囲につ

いて契約上の拘束力を有する。 

 

（１) 内容点項目における評価内容 

内容点項目は、要求水準以上の事業提案が行われ、かつ当該提案内容が内容点項目の評価

基準に合致すると判断されたことにより、得点が付与される。このため内容点項目における

評価内容は、四国地方整備局及び落札者が協議により実施方法を明確化し、契約締結時の要

求水準とする。 
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３. 事業提案の審査方法 

（１) 共通事項 

審査にあたっては、文章による提案を評価することを原則とする。図・表あるいはイメー

ジ図等（以下「図面等」という。）は、文章による記載内容の妥当性・現実性や各記載事項

間での矛盾の有無を判断・確認するための補足資料であり、文章による記載内容と図面等に

矛盾がある場合、文章による記載内容を優先するものとする。 

 

（２) 要求水準審査 

事業提案の内容が要求水準を充足しないことがないか否かを、要求水準書をもとに審査す

る。なお、提案書類及び図面（様式）、提案において求める記載事項は、「様式集および記

載要領」（入札説明書 添付３）に示す。 

事業提案は四国地方整備局が求める要求水準に対して、どのように対処するのかを具体的

かつ詳細に記載することが求められる。四国地方整備局は、事業提案について、内容が妥当

であり、当該事業提案に従って事業を実施すれば要求水準を充足させることが可能であると

判断できる場合に、事業提案の内容が要求水準を充足するものと判断する。 

 

（３) 事業提案審査 

① 審査の概要 

事業提案審査では、四国地方整備局が重視する評価項目について、事業提案の内容が

要求水準より優れた内容であるかどうかの審査を行う。採点基準は評価項目ごとに設定

しており、また評価項目ごとに配点を行っている。 

各評価項目の採点基準及び配点は第６．評価項目による。 

② 評価（採点）方法 

内容点項目の評価の視点毎に、各評価基準に基づき「段階評価」を行う。 

１）評価の基本的概念としては、要求水準を満たしていることが前提となるため、要

求水準を満たしていれば０点、要求水準を上回り、より優れた提案がなされてい

る場合に内容点の付与を行う。 

２）評価ランクについては、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段階評価を基本とする。 

５段階評価の評価ランク、評価内容及び点数化の方法 

評価ランク 評価内容 得点割合 

Ａ 特に秀でて優れている 配点×100％ 

Ｂ 秀でて優れている 配点×75％ 

Ｃ 優れている 配点×50％ 

Ｄ わずかに優れている 配点×25％ 

Ｅ 優れてはいない 配点×0％ 

※「優れている」とは、「的確性」「具体性」「実現性」等を着目点として評価する。 
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第６．評価項目 

内容点項目の評価項目は以下のとおりである。 

各評価項目は、対応する様式によってのみ評価を行う。 

 

事業実施体制及び技術力に関する評価 

内容点項目 配点 

１．事業の実施方針及び実施体制 60 

２．資金調達及び収支計画 60 

３．施設整備計画 465 

４．維持管理計画 80 

計 665 

 

賃上げの実施に関する評価 

内容点項目 配点 

５．賃上げの実施 35 

計 35 
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１. 事業の実施方針及び実施体制 

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

事業実施 

方針・体制 

事業を実施

する上での

目標及び重

視する点 

 本事業の実施を通じた社会的貢献の観点から、事

業を取り巻く社会・経済的要請に適切に応えうる

提案となっているか。 

 実施体制と契約スキームが整合しており、事業履

行の確実性が高い提案となっているか。 

 多様な事態を想定した体制が検討されているか。 

 事業期間全体を通して効率的な事業実施のノウハ

ウを継承する取組として、四国地方整備局との円

滑で的確な意思疎通が図られるような体制が検討

されているか。 

 地域との円滑な調整や迅速な対応の観点から、地

域の精通性など効果的な体制が検討されている

か。 

20 

(3) 

20 

(3) 

60 

(9) 

リスク 

管理・対応 

各企業の専

門性や実績

等に応じた

リスク分担 

 事業者及び各構成員間のリスク分担に対する考え

方が明快であり、考え方に対応した分担内容とな

っているか。 

 「事業者等が付す保険等」（入札説明書 添付４）

に示す内容以上の必要かつ適切な保険が付されて

おり、各種リスクへの対応が明確で、本事業の安

定性向上や四国地方整備局の負担軽減などの効果

が見込まれるか。 

 四国地方整備局が負担する増加費用を抑制する方

策が提案されているか。 

20 

(3) 

20 

(3) 

事業の 

安定性 

事業者の 

破綻等への

対策 

 代表企業及び構成企業が破綻した場合においても

事業に影響が及ばない方策が提案されているか。 
20 

(3) 

20 

(3) 
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２. 資金調達及び収支計画 

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

資金調達 

計画 

資金調達・

償還計画・

収支計画 

 本事業の内容を十分に考慮し、国からの事業費の

支払いや構成員あるいは再委託先等への委託費等

の支払い等の条件に対応した確実な資金調達計画

・債務償還の計画が示されているか。 

20 

(3) 

40 

(6) 

60 

(9) 

事業を安定

的に継続す

るための資

金の確保、

資金不足時

の対応 

 施設整備期間中に施設整備費を構成員や再委託先

等へ確実に支払える方策が立案されているか。 

 施設整備期間中の金利変動リスクへの対策が講じ

られているか。 

 事業の安定的継続性が見込まれる財務・資金調達

方策が講じられているか。 

 資金不足等の不測の事態に対応するために実効性

の高い資金手当が見込まれているか。 

20 

(3) 

財務・資金

管理 

事業安定性

確保のため

の財務上の

モニタリン

グ方策 

 財務面で事業者を客観的に監視する体制・手法が

提案されており、事業の継続に向けて適切で効果

的なモニタリング手法となっているか。 

 四国地方整備局等の財務モニタリングが簡便かつ

効果的に実施できるような協力方法の提案がある

か。 

20 

(3) 

20 

(3) 
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３. 施設整備計画 

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

調査・設計

及び施工

計画 

施工段階の

手戻りを最

小化する調

査・設計の

具体的な提

案 

＜調査段階＞ 

 現況埋設物を精密に把握する方法、効率的な支障

物移設設計等の施工段階の手戻りを最小化するた

めの具体的な対応が提案されているか。 

 現況架空線の詳細な把握方法及び不明線が確認さ

れた場合の具体的な対応が提案されているか。 

＜設計段階＞ 

 ＣＩＭの活用や地中探査等の新技術導入により、

不測の事態にも効率的に対応し施工段階の施工の

手戻りを最小化するための具体的な提案がされて

いるか。 

70 

(10) 

260 

(37) 

465 

(66) 

各種工事等

の工程を最

適化する具

体的な提案 

 調査・設計から施工までの全体工程において、工

事の遅れにつながる問題点と工程を最適化する方

策が提案されているか。 

 各種工事の工期を遵守するための施工計画が、実

現性の高いものとなっているか。 

70 

(10) 

工事におけ

る品質確保

及び安全性

確保並びに

周辺交通へ

の影響抑制

についての 

方策 

 施工時の適切な安全対策の提案がなされている

か。 

 品質確保と施工体制に関する提案が優れたものと

なっているとともに、これらを確認できる実績及

び根拠等の資料が示されているか。 

 車道及び歩道の交通規制において、安全で効率的

な配慮がなされているか。 

70 

(10) 

その他の 

有益な工夫 

 事業期間中におけるライフサイクルコストを考慮し

た具体的な提案がなされているか。 

50 

(7) 
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評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

地域や 

環境への 

配慮 

施工にあた

っての生活

環境への配

慮 

 近隣建物関係者、周辺居住者、道路利用者、周辺

都市基盤等の周辺環境に対して、施工上の配慮が

されているか。 

 支障物件等の移設について、周辺の生活環境等に

配慮がされているか。 

 支障物件等の移設等において、建設副産物の発生

抑制や再資源化、エコマテリアルの採用などにつ

いて配慮がされているか。 

60 

(9) 

60 

(9) 

465 

(66) 

周辺地域

との調和、

まちづく

りへの貢

献 

良好な道路

空間の形成 

 良好な歩行者空間を形成するため、道路利用者の

利便性や快適性に配慮した提案がされているか。 

 良好な街並みを形成するため、周辺地域の景観等

に配慮した提案がされているか。 

20 

(3) 
40 

(6) 

占用業者へ

の配慮 

 配管の形状や地上機器の設置位置など占用業者に

対して、メンテナンス作業等が容易にできる計画

となっているか。 

20 

(3) 

調整マネ

ジメント 

関係者との

早期の合意

形成を行う

円滑な事業

推進方策 

＜事業全体＞ 

 調査・設計段階から工事段階、維持管理段階まで

の関係機関協議や地元調整等をワンストップ体制

で行い、早期の関係機関調整や地元合意形成を図

るための具体的な方策が提案されているか。 

 継続的な情報共有と監理体制保持により、切れ目

なく円滑な事業を推進する提案がされているか。 

＜調査・設計段階＞ 

 地元・関係機関等に対して適切に事業内容を周知

するための事業説明会、支障物件等の調査と移転

協議や占用業者等との電線共同溝及び引込・連系

管の協議等の円滑化に関して、具体的な提案がさ

れているか。 

＜工事段階＞ 

 地元住民に対して工事への理解を促進するために

効果的な説明会の実施方法が提案されているか。 

 道路管理者及び所轄警察署等との関係機関調整が

効率的に図られる提案がされているか。 

 隣接家屋・店舗等との出入口に関して、相手方と

の調整を適切かつ円滑に進めるための提案がされ

ているか。 

105 

(15) 

105 

(15) 
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４. 維持管理計画 

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

点検業務・

補修業務

及び調整

マネジメ

ント 

維持管理対

象施設の経

年劣化の最

小化、施設

性能の維持

を目的とし

た点検・補

修及び管理

についての

方策 

 電線共同溝本体の経年劣化を最小化、施設性能を

維持するために具体的な点検の実施方法が提案さ

れているか。 

 非常時・災害時における配慮が優れているか。著

しい損傷に対する応急措置が検討されているか。 

40 

(6) 

40 

(6) 
80 

(11) 

 占用業者等との抜柱・入線を早期に完了させるた

めの工夫が提案されているか。 40 

(6) 

40 

(6) 

 

５. 賃上げの実施 

評価分類 評価の視点 評価基準 
配点 

（全体の割合） 

賃上げの

実施 

賃上げ実施

の表明 

応募企業又は応募グループの全ての構成員が以下

の場合に該当すれば、配点を100％付与する。な

お、表明書を提出しない場合又は表明書を提出し

ても以下の場合に該当しない場合は、ゼロ点とす

る。 

【大企業】 

 令和７年４月以降に開始する最初の事業年度又は

令和８年（暦年）において、対前年度又は前年比

で給与等受給者一人あたりの平均受給額を３％以

上増加させる旨、従業員に表明している場合。 

【中小企業等】 

 令和７年４月以降に開始する最初の事業年度又は

令和８年（暦年）において、対前年度又は前年比

で給与総額を1.5％以上増加させる旨、従業員に

表明している場合。 

35 

(5) 

35 

(5) 

35 

(5) 

賃上げ基準

に達してい

ない企業等 

 前事業年度（又は前年）において賃上げ実施を表

明し加点措置を受けたが、賃上げ基準に達してい

ない又は本制度の趣旨を逸脱したとして、別途契

約担当官等から通知された減点措置の期間内に、

入札に参加した場合。 

-36 

(5) 

-36 

(5) 

 

 
 


